
連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきまし

ては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。

法令及び定款に基づく
インターネット開示事項

第72期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）



(3)連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

有形固定資産（リース資産を

除く） 当社及び連結子会社は定率法によっております。ただし、当社及び連結子会

社は1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　８～50年

機械装置及び運搬具　　　　４～22年

工具、器具及び備品　　　　２～20年

無形固定資産（リース資産を

除く） 当社及び連結子会社は定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

リース資産（所有権移転外

ファイナンス・リース取引

に係るリース資産） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

連 結 注 記 表

1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1)連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称 連結子会社は、次の１社であります。北陸ケーティシーツール㈱

(2)持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社はありません。

(4)重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

以外のもの　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

③棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品及び原材料 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によっております。

商品及び貯蔵品 主として 終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）によっております。

④重要な減価償却資産の減価償却の方法
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⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

⑥重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 当社及び連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 当社及び連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため､

将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

役員賞与引当金 当社及び連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

役員退職慰労引当金 連結子会社については、役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑦収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ．工具事業

工具事業においては、主に自動車整備用工具、その他一般作業工具及びこれらに関連する機器の製造販

売と、販売した商品又は製品に関連する保守サービスを提供しております。

商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負

っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に

対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、「収益認識

に関する会計基準の適用指針98項」の要件を満たすものについては、出荷時に収益を認識しておりま

す。なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要

素は含まれておりません。

保守サービスに係る収益は、主に商品又は製品の保守であり、顧客との保守契約に基づいて保守サービ

スを提供する履行義務を負っております。当該保守契約は、契約期間を履行義務の充足期間として、顧

客との契約内容によって一定期間にわたり均等に収益を認識しております。なお、取引の対価は原則と

して履行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

ロ．ファシリティマネジメント事業

ファシリティマネジメント事業においては、不動産の賃貸及び太陽光発電による売電を行っておりま

す。

不動産の賃貸に係る収益は、顧客との賃貸借契約に基づいて利用に応じて履行義務が充足されると判断

し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。太陽光発電による売電に係る収益は、顧客と

の販売契約に基づいて財又はサービスが引渡される一時点で履行義務が充足されると判断し、当該引渡

時点で収益を認識しております。なお、不動産の賃貸における取引の対価は原則として履行義務の充足

前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、太陽光発電による売電

における取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素

は含まれておりません。
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⑧その他連結計算書類作成のための重要な事項

1) ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては、特例処理によっております。

2) 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、

退職給付債務から中小企業退職金共済の支給見込額を控除した額を計上しております。なお、退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額の期間帰属方法は給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の翌連結会計年度に一括費用処理することとしておりま

す。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額

の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

2.会計方針の変更に関する注記

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内

の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響

もありません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

この結果、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を

行うことといたしました。

3.会計上の見積りに関する注記

(1)繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

297,975千円（繰延税金負債相殺前）

②その他の情報

当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去（３年）及び当連結会計年度の

経営成績や納税状況、2022年１月に策定された2023年３月期から2025年３月期までの３か年ベースの中期事業計

画を総合的に勘案し、一時差異等加減算前課税所得を合理的に見積り、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金

資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類しております。その

上で、一時差異の解消時期をスケジューリングし、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

また、棚卸資産評価減及び投資有価証券に係る将来減算一時差異については、スケジューリング不能と判断し

ております。退職給付に係る負債に係る将来減算一時差異については、企業が継続する限り、長期にわたるが将

来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有する為、回収可能性があると判断し、繰延税金資産に計上し

ております。棚卸資産評価減及び投資有価証券に係る将来減算一時差異のスケジューリングに係る判断は、主要

な仮定に該当すると判断しております。

当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以

降の連結計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。
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(2)営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の棚卸資産の評価損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

80,015千円

②その他の情報

棚卸資産が適正な価値で評価されるように評価損の金額を見積っております。営業循環過程から外れた滞留又

は処分見込の棚卸資産に対して評価損を計上しております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資

産の評価損金額の見積り方法については、下記方法にて行っております。

・一定期間に販売がない棚卸資産については、棚卸資産の評価額全額に相当する評価損を計上しております。

・過剰又は滞留している棚卸資産に関しては、直近の一定期間の販売状況から見積った正常な棚卸回転期間を超

える期間に対応した棚卸資産の評価額について全額評価損を計上しております。ただし、新製品など特定の棚

卸資産については、個別の追加的な状況を考慮のうえ、評価損の要否を決定しております。

上記の見積り方法に含まれる主要な仮定は、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資産を判断する

際の販売がない一定期間の算出及び正常な棚卸回転期間の算出であります。これらの仮定は、過去の棚卸資産の

不動・滞留状況、販売実績等を勘案して決定しております。

なお、当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計

年度以降の連結計算書類において認識する棚卸資産の評価減の金額に影響を与える可能性があります。

(3)固定資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度に計上した減損損失はありません。

なお、連結貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産の簿価は、4,110,403千円でありま

す。

②その他の情報

固定資産が減損している可能性を示す兆候がある場合には、減損損失の認識の判定を実施しています。

認識の判定は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローを見積り、資産の帳簿価額と比較す

ることにより実施し、見積った金額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識しています。減損損失の金額

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額することで算定され、回収可能価額は固定資産の正味売却価額と割引後将

来キャッシュ・フロー（使用と処分の合計）のいずれか高い方の金額となります。

上記の見積り方法に含まれる主要な仮定は、固定資産の経済的残存使用年数、固定資産の使用によって得られ

る将来キャッシュ・フロー、固定資産の将来の正味売却価額、将来キャッシュ・フローの割引率であります。こ

れらの仮定は、固定資産の公正価値、過去の稼働実績、現在の金利等を勘案して決定しております。

なお、当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計

年度以降の連結計算書類において認識する固定資産の減損金額に影響を与える可能性があります。

(4)退職給付債務

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

763,627千円

②その他の情報

当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連す

る勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数

理計算上の仮定には、割引率等の様々な計算基礎があります。

当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連

結会計年度以降の連結計算書類において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に影響を与える可

能性があります。

退職給付債務の算定において、主要な仮定の変化が当連結会計年度末の退職給付債務に与える感応度は以下の

とおりであります。マイナス（△）は退職給付債務の減少を、プラスは退職給付債務の増加を表しております。

感応度分析は分析の対象となる数理計算上の仮定以外のすべての数理計算上の仮定が一定であることを前提とし

ております。
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数理計算上の仮定の変化 退職給付債務への影響額

割引率
0.1％の減少 ＋6,666千円

0.1％の増加 △6,595千円

建物及び構築物 105,550千円

土　　　地 28,854

　　計 134,405

長期預り金 87,048千円

（固定負債「その他」に含む)

　　計 87,048

(2)有形固定資産の減価償却累計額 9,926,393千円

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 2,477,435株 －株 －株 2,477,435株

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 109,092 45 2021年３月31日 2021年６月28日

2 0 2 1年1 1月5日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 72,907 30 2021年９月30日 2021年12月２日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 97,199 40 2022年３月31日 2022年６月27日

当連結会計年度末 (2022年３月31日）

4.連結貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

5.連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2)配当に関する事項

①配当金支払額

（注）2021年６月25日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、会社設立70周年記念

　　　配当金５円が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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6.金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社及び連結子会社は、主に工具の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借

入により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀

行借入により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあ

たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形や電子記録債務、買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部

外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

　借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の

変動リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制

1)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、取引先管理規程に従い、受取手形及び売掛金（営業債権）について、経理及び営業担当部門が主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準

じて、同様の管理を行っております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほと

んどないと認識しております。

2)市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　外貨建ての営業債権債務については、為替変動リスクに晒されておりますが、原則として資産負債から生じ

る損益によりリスクは相殺されており、定期的にモニタリングすることにより過大な為替損失の発生防止に努

めております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署

が決裁担当者の承認を得て行っております。

　借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されておりますが、経理担当部門が市場金利の動向を継続

的に把握することにより、その抑制に努めております。

3)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様の管理をしております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額36,666千円）は「その他有価証券」には含めておりませ

ん。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注

記を省略しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 受取手形及び売掛金 2,339,911 2,339,911 －

(2) 投資有価証券

その他有価証券 1,110,204 1,110,204 －

　資産計 3,450,115 3,450,115 －

(1) 支払手形及び買掛金 364,756 364,756 －

(2) 電子記録債務 54,286 54,286 －

(3) 短期借入金 900,000 900,000 －

(4) 未払金 505,345 505,345 －

　負債計 1,824,387 1,824,387 －

デリバティブ取引(*)

　①ヘッジ会計が
　　適用されていないもの

－ － －

　②ヘッジ会計が
　　適用されているもの

－ － －

　デリバティブ取引計 － － －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しております。

 （注） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

(2)投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機

関等から提示された価格によっております。

負　債

(1)支払手形及び買掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

(2)電子記録債務

　これは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(3)短期借入金

　これは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(4)未払金

　これは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

デリバティブ取引

　取引金融機関から提示された価格等によっております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,110,204 － － 1,110,204

資産計 1,110,204 － － 1,110,204

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

1,407,884 3,675,184

(3)金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

受取手形及び売掛金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま

す。

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

支払手形及び買掛金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま

す。

電子記録債務

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま

す。

短期借入金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま

す。

未払金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま

す。

7.賃貸等不動産に関する注記

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、京都府及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設を所有しております。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

（注1） 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

（注2） 当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、ただし、直近の

評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じてい

ない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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（単位：千円）

報告セグメント

合計
工具事業

ファシリティマネジ

メント事業

一時点で移転される財 7,704,851 32,613 7,737,464

一定の期間にわたり移転される財

又はサービス
4,977 198,030 203,007

顧客との契約から生じる収益 7,709,829 230,643 7,940,472

外部顧客への売上高 7,709,829 230,643 7,940,472

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,186,934 千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,339,911

契約負債（期首残高） 18,494

契約負債（期末残高） 19,267

１株当たり純資産額 4,405円73銭

１株当たり当期純利益 208円11銭

8.収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

①契約資産及び契約負債の残高等

契約負債は、主に不動産の賃貸借契約における顧客からの前受金であり、連結貸借対照表上、流動負債の「そ

の他」に含まれております。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度において、契約負債が773千円増加した主な理由は、主として前受金の受取りが増加したこと

によるものであります。なお、当社及び連結子会社において、重要な契約資産はありません。

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額に重要性はありませ

ん。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を

超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ

る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

9.１株当たり情報に関する注記
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10.その他の注記

新型コロナウイルス感染症による影響

当社グループでは、固定資産の減損判定や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結計算書類

作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響は、事業セグメントによってその影響や程度が異なります。ま

た、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、諸外国や国内でのワクチン接種が進むこと

による感染拡大の収束や経済活動の再開によって事業への影響は徐々に回復していくという仮定に基づき、会計上の

見積りを行っております。
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リース資産（所有権移転外ファ

イナンス・リース取引に係るリ

ース資産） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

個 別 注 記 表

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等 決算日の市場価格等に基づく時価法

以外のもの　　　　　　　　　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品及び原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）によっております。

商品及び貯蔵品 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。

(4)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　　　 定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　８～50年

機械及び装置　　　　　　　４～22年

工具、器具及び備品　　　　２～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

　　　 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(5)外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

(6)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。
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賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当期の負担額を計上しております。

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額の期間帰属方法は給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の翌事業年度に一括費用処理す

ることとしております。

(7)収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ．工具事業

工具事業においては、主に自動車整備用工具、その他一般作業工具及びこれらに関連する機器の製造販売

と、販売した商品又は製品に関連する保守サービスを提供しております。

商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っ

ております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対す

る支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、「収益認識に関す

る会計基準の適用指針98項」の要件を満たすものについては、出荷時に収益を認識しております。なお、

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれて

おりません。

保守サービスに係る収益は、主に商品又は製品の保守であり、顧客との保守契約に基づいて保守サービス

を提供する履行義務を負っております。当該保守契約は、契約期間を履行義務の充足期間として、顧客と

の契約内容によって一定期間にわたり均等に収益を認識しております。なお、取引の対価は原則として履

行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

ロ．ファシリティマネジメント事業

ファシリティマネジメント事業においては、不動産の賃貸及び太陽光発電による売電を行っております。

不動産の賃貸に係る収益は、顧客との賃貸借契約に基づいて利用に応じて履行義務が充足されると判断

し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。太陽光発電による売電に係る収益は、顧客との

販売契約に基づいて財又はサービスが引渡される一時点で履行義務が充足されると判断し、当該引渡時点

で収益を認識しております。なお、不動産の賃貸における取引の対価は原則として履行義務の充足前に受

領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、太陽光発電による売電における

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれて

おりません。
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2.会計方針の変更に関する注記

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内

の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありま

せん。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を将来にわたって適用することといたしました。

この結果、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

3.会計上の見積りに関する注記

(1)繰延税金資産の回収可能性

①当事業年度の計算書類に計上した金額

297,975千円（繰延税金負債相殺前）

②その他の情報

当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去（３年）及び当事業年度の経営成績

や納税状況、2022年１月に策定された2023年３月期から2025年３月期までの３か年ベースの中期事業計画を総合

的に勘案し、一時差異等加減算前課税所得を合理的に見積り、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回

収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類しております。その上で、一

時差異の解消時期をスケジューリングし、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

また、棚卸資産評価減及び投資有価証券に係る将来減算一時差異については、スケジューリング不能と判断し

ております。退職給付に係る負債に係る将来減算一時差異については、企業が継続する限り、長期にわたるが将

来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有する為、回収可能性があると判断し、繰延税金資産に計上し

ております。棚卸資産評価減及び投資有価証券に係る将来減算一時差異のスケジューリングに係る判断は、主要

な仮定に該当すると判断しております。

当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の

計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。

(2)営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の棚卸資産の評価損

①当事業年度の計算書類に計上した金額

74,994千円

②その他の情報

棚卸資産が適正な価値で評価されるように評価損の金額を見積っております。営業循環過程から外れた滞留又

は処分見込の棚卸資産に対して評価損を計上しております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資

産の評価損金額の見積り方法については、下記方法にて行っております。

・一定期間に販売がない棚卸資産については、棚卸資産の評価額全額に相当する評価損を計上しております。

・過剰又は滞留している棚卸資産に関しては、直近の一定期間の販売状況から見積った正常な棚卸回転期間を超

える期間に対応した棚卸資産の評価額について全額評価損を計上しております。ただし、新製品など特定の棚

卸資産については、個別の追加的な状況を考慮のうえ、評価損の要否を決定しております。

上記の見積り方法に含まれる主要な仮定は、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資産を判断する

際の販売がない一定期間の算出及び正常な棚卸回転期間の算出であります。これらの仮定は、過去の棚卸資産の

不動・滞留状況、販売実績等を勘案して決定しております。

なお、当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度

以降の計算書類において認識する棚卸資産の評価減の金額に影響を与える可能性があります。
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数理計算上の仮定の変化 退職給付債務への影響額

割引率
0.1％の減少 ＋6,666千円

0.1％の増加 △6,595千円

建　　　物 105,550千円

土　　　地 28,854

　　計 134,405

長期預り金 87,048千円

　　計 87,048

(2)有形固定資産の減価償却累計額 8,634,956千円

(3)固定資産の減損

①当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度に計上した減損損失はありません。

なお、貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産の簿価は、3,920,320千円であります。

②その他の情報

固定資産が減損している可能性を示す兆候がある場合には、減損損失の認識の判定を実施しています。

認識の判定は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローを見積り、資産の帳簿価額と比較す

ることにより実施し、見積った金額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識しています。減損損失の金額

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額することで算定され、回収可能価額は固定資産の正味売却価額と割引後将

来キャッシュ・フロー（使用と処分の合計）のいずれか高い方の金額となります。

上記の見積り方法に含まれる主要な仮定は、固定資産の経済的残存使用年数、固定資産の使用によって得られ

る将来キャッシュ・フロー、固定資産の将来の正味売却価額、将来キャッシュ・フローの割引率であります。こ

れらの仮定は、固定資産の公正価値、過去の稼働実績、現在の金利等を勘案して決定しております。

なお、当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度

以降の計算書類において認識する固定資産の減損金額に影響を与える可能性があります。

(4)退職給付債務

①当事業年度の計算書類に計上した金額

660,351千円

②その他の情報

当社は、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確定給付制度の退職給付債務及び関連する勤務

費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数理計算

上の仮定には、割引率等の様々な計算基礎があります。

当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事

業年度以降の計算書類において認識する退職給付引当金及び退職給付費用の金額に影響を与える可能性がありま

す。

退職給付債務の算定において、主要な仮定の変化が当事業年度末の退職給付債務に与える感応度は以下のとお

りであります。マイナス（△）は退職給付債務の減少を、プラスは退職給付債務の増加を表しております。感応

度分析は分析の対象となる数理計算上の仮定以外のすべての数理計算上の仮定が一定であることを前提としてお

ります。

当事業年度末 (2022年３月31日）

4.貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

(3)保証債務

該当事項はありません。
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短期金銭債権 235,548千円

短期金銭債務 59,418

営業取引による売上高 10,183千円

営業取引による仕入高 576,300

営業取引以外の取引による取引高 2,300

普通株式 47,442株

賞与引当金 57,953千円

棚卸資産評価減 23,105

未払事業税 14,501

投資有価証券 29,721

退職給付引当金 201,935

役員退職未払金 11,176

減損損失 5,006

関係会社株式評価損 30,030

その他 23,767

繰延税金資産小計 397,198

評価性引当額 △99,223

繰延税金資産合計 297,975

固定資産圧縮積立金 △61,132千円

土地買換積立金 △22,349

その他有価証券評価差額金 △226,314

繰延税金負債合計 △309,796

繰延税金資産（△負債）の純額 △11,820

(4)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

5.損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

6.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

7.税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

＜繰延税金資産＞

＜繰延税金負債＞

8.リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産の他、事務機器・製造設備の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。
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種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所有（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）
(注3）

科 目
期末残高
（千円）
（注3）

子会社 北陸ケーティシーツール㈱
所有

直接100％
役 員 の 兼 任
工具の仕入先

作業工具の仕入等（注1） 576,300 買掛金 59,393

受取利息（注2） 2,300 短期貸付金 230,000

１株当たり純資産額 4,340円69銭

１株当たり当期純利益 207円08銭

9.関連当事者との取引に関する注記

(1)親会社及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(2)子会社

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注1）価格その他の条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

　（注2）資金の貸付に係る利率については市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　（注3）取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含んでおります。

(3)兄弟会社等

該当事項はありません。

(4)役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

10.収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　8.収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

11.１株当たり情報に関する注記

12.その他の注記

新型コロナウイルス感染症による影響

当社では、固定資産の減損判定や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、計算書類作成時にお

いて入手可能な情報に基づき実施しております。

新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響は、事業セグメントによってその影響や程度が異なります。ま

た、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、諸外国や国内でのワクチン接種が進むこ

とによる感染拡大の収束や経済活動の再開によって事業への影響は徐々に回復していくという仮定に基づき、会計

上の見積りを行っております。
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